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１ 概要 

  令和２年度におけるごみ処理フローシートは，図２－１のとおりである。 

 

図２－１ ごみ処理フローシート（令和２年度） 

 （注）１ 県外分とは，愛媛県今治市からの受託分であり，処理量では【 】内に表記し，外数としている。 

    ２ その他の施設とは，焼却施設，粗大ごみ処理施設以外の施設で，資源化を目的とせず埋立処分のた
めの破砕，減容化等を行う施設等をいう。 

    ３ 計量値の差や水分の蒸発などの理由により，排出量と処理量は一致しない場合がある。 

    ４ 端数処理のため，割合の合計が一致しない場合がある。 

 

総人口 

2,815,326 人 
 

（内外国人人口） 
（54,380 人） 

 

計画収集人口 

2,815,296 人 
[99.99％] 

 

収集ごみ 

混合ごみ 0t [0.0％]   

  可燃ごみ 656,403t [74.0％]   

  不燃ごみ 27,490t [3.1％]  ごみ収集量 

  808,173t 資源ごみ 104,090t [11.7％]  886,799t 

  粗大ごみ 19,427t [2.2％]   

  その他 763t [0.1％]   

 自家処理人口 

30 人 
[0.01％] 

 直接搬入ごみ 78,626t   

            

    自家処理量 6t     

              県外分  

        集団回収量 14,121t   92t  

 ごみ処理量 885,509t【92t】           

              最終処分場 

 ① 直接埋立量           100,387t 

 14,221t            【10t】 

 [1.6％]  焼却施設   ⑤焼却残渣の 

埋立 

69,744t     

    644,715t   【10t】     

 ② 直接焼却量  【92t】   ⑧資源化量 4,303t   ⑦焼却以外の 
中間処理施設
からの残渣の
埋立量 

 606,796t            

 【92t】      ⑥処理残渣の焼却 37,919t   

 [68.5％]            

    粗大ごみ処理施設   処理残渣の焼却 24,345t   16,422t 

    54,280t 

【１ｔ】 

  処理残渣の埋立 10,472t     

      資源化量 13,735t     

                

    資源化等を行う施設   処理残渣の焼却 13,574t     

    98,655t   処理残渣の埋立 5,322t     

 ③ 焼却以外の 

中間処理量 

     資源化量 73,378t     

              

 252,163t  ごみ堆肥化施設   処理残渣の焼却 0t      

 【１ｔ】 

[28.5％] 

 857t   処理残渣の埋立 0t      

      資源化量 857t      

             ⑨焼却以外

の中間処理

施設からの

資源化量 

 

    ごみ燃料化施設   処理残渣の焼却 0t    

    97,021t   処理残渣の埋立 157t    

        資源化量 57,746t    

             145,716 t  

    その他の施設   処理残渣の焼却 0t      

 直接資源化量  1,350t   処理残渣の埋立 471t      

 12,329t           資源化量合計 
 [1.4％]           162,348t 

④ 
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２ 処理人口，分別状況及び収集処理手数料 

(1) 処理人口 

   ごみ処理人口の推移は，表２－１及び図２－２のとおりである。平成 25 年度にほとんどが計画収集人口

となって以降，自家処理人口はほぼ横ばいである。 

 

表２－１ ごみ処理人口の推移（平成 28 年度～令和２年度） 

（単位：人） 

区 分 

年 度 

計画収集人口 

（Ａ） 

自家処理人口 

（Ｂ） 

計画処理区域内人口 

（Ａ＋Ｂ） 

H28 2,858,611 25 2,858,636 

H29 2,850,181 30 2,850,211 

H30 2,840,112 31 2,840,143 

R1 2,828,315 30 2,828,345 

R2 2,815,296 30 2,815,326 

 

図２－２ ごみ処理人口の推移（平成 28 年度～令和２年度） 

 

(2) 分別状況 

ごみの資源化を促進するため，分別収集の取組が進められており，各市町におけるごみの分別収集の状

況は，図２－３のとおりである。可燃，不燃，資源，粗大などと大きく分類した５種類分別や，資源ごみ

をさらに細分類し，22 種類分別としている市町がある。 

 

   図２－３ 各市町における分別収集の状況（令和２年度） 

（注）分別数は，排出者がごみを排出する際に分ける必要のある数を計上している。例えば，資源ごみとして

缶，びん，ペットボトルを分けて収集している場合，資源ごみの分別数は３を計上する。 
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(3) 収集処理手数料 

   各市町の生活系ごみ収集処理の有料化状況は，表２－２のとおりである。 

   令和２年度末で，生活系ごみの収集処理を有料化している市町は，23 市町のうち，可燃ごみが 13 市町，

不燃ごみが 10 市町，粗大ごみが 11 市町である。また，排出者が直接搬入する生活系ごみを有料化してい

る市町は，可燃ごみが９市町，不燃ごみが９市町，粗大ごみが 11 市町である。 

   また，事業系ごみの収集処理を有料化している市町は，可燃ごみが 21 市町，不燃ごみが 17 市町，粗大

ごみが 14 市町である。 

 

表２－２ 市町のごみ収集処理の有料化状況（令和２年度） 

 

区  分 可燃ごみ      不燃ごみ      
資源ごみ      

（紙類） 
粗大ごみ      そ の 他      

有

料

化

市

町

数 

生活系 

収集ごみ 13 10  3 11  3 

直接搬入 9  9  3 11  4 

事業系 

収集ごみ 21 17 11 14  9 

直接搬入 23 20 12 20 10 

 

（注）１ 有料化とは，市町等がごみ収集処理についての手数料を徴収する行為を指す。なお，手数料を

上乗せせずに販売される一定規格のごみ袋（指定袋）の使用を排出者に依頼する場合については，

有料化に該当しない。 

２ 直接搬入とは，排出者が直接処理施設に持ち込む場合を指す。 

３ 事業系ごみについて，収集許可業者が処理施設に搬入する際に市町等が手数料を徴収する場合

は，収集ごみの有料化として取扱う。 

４ 有料化でない市町については，手数料を徴収しない場合と，市町において当該区分を収集しない

場合がある。 

 

   市町別計画処理区域内人口，ごみの分別，収集運搬及び手数料の状況は，Ⅳ資料編の資料－表７及び表

８に示すとおりである。 
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３ 排出量 

(1) 収集形態別収集量，直接搬入ごみ量及び自家処理量 

   収集形態別収集量，直接搬入ごみ量及び自家処理量の推移は，表２－３のとおりである。 

 

表２－３ 収集形態別収集量，直接搬入ごみ量及び自家処理量の推移（平成 28 年度～令和２年度） 

（単位：t／年） 

区分 

年度 

収 集 形 態 別 収 集 量                直接搬入 

ご  み 

排 出 量 

合  計 

自  家 

処 理 量 

自家処理量を 

含めた排出量 直  営 委  託 許  可 計 

H28 157,391 370,229 310,365 837,985 68,141 906,126 5 906,131 

H29 149,882 375,952 309,120 834,954 71,545 906,499 6 906,505 

H30 142,831 374,753 311,846 829,430 78,839 908,269 5 908,274 

R1 136,277 387,918 309,959 834,154 77,711 911,865 6 911,871 

R2 123,169 406,597 278,407 808,173 78,626 886,799 6 886,805 

（注）県外分は含まない。 

 

(2) １人１日当たりのごみ排出量 

１人１日当たりのごみ排出量の推移は，表２－４及び図２－４のとおりである。１人１日当たりのごみ

排出量は，平成 12 年度までの増加から転じ，平成 13 年度以降は漸次減少していたが，平成 23 年度は微増

し，以降横ばいで推移している。また，全国平均と比較すると，平成 29 年度までは本県の方が低い値であ

り，平成 30 年度から以降は度同程度となっている。 

 

表２－４ １人１日当たりのごみ排出量の推移（平成 28 年度～令和２年度） 

（単位：g／人・日） 

年   度 H28 H29 H30 R1 R2 
全国平均 

（令和２年度） 

１人１日平均 

排出量 
866 871 876 881 863 865 

（注）１人１日当たりの排出量 ＝（排出量（g）／（計画収集人口×365 又は 366 日） 

 

図２－４ ごみ排出量と１人１日当たりの排出量の推移（平成 23 年度～令和２年度） 
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(3) 生活系及び事業系ごみの排出量 

   生活系及び事業系ごみの排出量の推移は，表２－５のとおりである。令和２年度は前年度と比べ，生活

系ごみは増加しているが，事業系ごみは減少している。 

   

表２－５ 生活系及び事業系ごみの排出量の推移（平成 28 年度～令和２年度） 

（単位：t／年） 

年   度 H28 H29 H30 R1 R2 

生活系ごみ 558,765 558,669 551,876 560,302 569,611 

事業系ごみ 347,361 347,830 356,393 351,563 317,188 

合計（排出

量） 
906,126 906,499 908,269 911,865 886,799 

（注）県外分は含まない。 

 

(4) 集団回収量 

   生活系ごみのうち，古紙類，空き缶など直接資源化が可能なものについては，市町等のごみ収集によら

ず，自治会などの住民団体による集団回収で収集され，資源化されているものもある。 

令和２年度における集団回収量（集団回収のうち，市町等が用具の貸出，補助金等の交付等により市町

等が関与（把握）しているものの量をいう。以下同じ。）は，14,121t であり，集団回収量を加味したごみ

の排出量は，900,920t（１人１日当たり 877g）である。 

集団回収量及び集団回収量を加味した排出量の推移は，表２－６のとおりである。  

 

表２－６ 集団回収量及び集団回収量を加味した排出量の推移（平成 28 年度～令和２年度） 

（単位：t／年） 

年   度 H28 H29 H30 R1 R2 

集団回収量 21,464 20,312 19,863 18,685 14,121 

集団回収量を 

加味した排出量 
927,590 926,811 928,132 930,550 900,920 

 生活系 578,981 571,739 578,981 578,987 583,732 

 事業系 347,830 356,393 347,830 351,563 317,188 

集団回収量を加味した 

１人１日あたりの排出量 

（g／人・日） 

887 891 895 899 877 

（注）１ 集団回収量を加味した排出量 ＝（収集量）＋（直接搬入量）＋（集団回収量）  

   ２ 生活系・事業系の内訳において，集団回収量は生活系として計上した。 

※ 国が公表する全国集計では，平成17年度分の公表時から，集団回収量を加味した排出量を「ごみ総排出量」

と位置づけている。 

 

  市町別の収集量，直接搬入ごみ量，自家処理量，集団回収量及び収集形態別収集量は，Ⅳ資料編の資料－

表９及び表 10 に示すとおりである。 
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４ 処理量 

(1) 処理量の推移 

   令和２年度における県内のごみ処理量は 885,509t（愛媛県今治市からの受託分 92t を含む。）で，その内

訳は，直接埋立量が 14,221t，直接焼却量が 606,796t（受託分 92t），焼却以外の中間処理量が 252,163t，

（受託分１t）直接資源化量が 12,329t である。 

以上の処理量の推移は，表２－７及び図２－５のとおりである。 

 

表２－７ ごみ処理量の推移（平成 28 年度～令和２年度） 

（単位：t／年） 

年 度 直接埋立量 直接焼却量 焼却以外の中間処理量 直接資源化量 合   計 

H28 26,150  602,638  263,180  13,831  905,798  

H29 27,314  600,784  264,955  13,271  906,324  

H30 29,767  600,245  267,566  12,562  910,140  

R1 30,360  626,469  242,206  11,991  911,026  

R2 14,221  606,796  252,163  12,329  885,509  

（注）１ 数値には県外からの受託分を含む。 

   ２ 可燃ごみを焼却施設へ運搬するために圧縮処理するものは，直接焼却量に含む。 

 

 

図２－５ ごみ処理量の推移（平成 28 年度～令和２年度） 
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 (2) 処理方法別の処理量の推移 

   ごみ処理量を埋立量，焼却量及び資源化量の３種類に分類した場合の量の推移は，表２－８のとおりで

ある。 

   直接埋立を行っていたごみは，分別資源化による減量化，可燃ごみの燃料化処理や焼却残渣の溶融処理，

セメント原料化等による資源化などにより，平成 15 年度以降，埋立量が大幅に減少し，最近ではほぼ横ば

いである。 

   また，直接焼却量についても，可燃ごみの燃料化処理の本格的な稼動により，平成 16年度以降，大幅に

減少し，最近ではほぼ横ばいである。 

市町別の処理方法別の処理量は，Ⅳ資料編の資料－表 11 に示すとおりである。 

 

表２－８ 埋立量，焼却量及び資源化量の推移（平成 28 年度～令和２年度） 

（単位：t／年） 

年     度 

区     分 
H28 H29 H30 R1 R2 

埋 

立 

量 

①直接埋立量 26,150 27,314 29,767 30,360 14,221 

⑤焼却残渣の埋立量 69,008 69,562 73,282 75,981 69,744 

⑦処理残渣の埋立量 13,338 14,121 15,143 14,604 16,422 

合     計 108,496 110,997 118,192 120,945 100,387 

焼 

却 

量 

②直接焼却量 602,638 600,784 600,245 626,469 606,796 

⑥処理残渣の焼却量 30,198 32,676 37,366 37,909 37,919 

合     計 632,836 633,460 637,611 664,378 644,715 

資 

源 

化 

量 

④直接資源化量 13,831 13,271 12,562 11,991 12,329 

⑧焼却施設からの資源化量 9,060 8,627 7,717 3,799 4,303 

⑨焼却以外の中間処理施設 

からの資源化量 
156,771 155,413 154,998 139,741 145,716 

合     計 179,662 177,311 175,277 155,531 162,348 

（注）１ 県外からの受託分を含む。 

   ２ 区分欄の番号は，６ページのごみ処理フローシートの番号と同一である。 
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５ ごみ処理施設の整備状況と処理実績 

(1) 施設整備状況 

   本県におけるごみ処理施設の整備状況は，表２－９のとおりである。 

   令和２年度中に稼動実績がある焼却施設は，全部で 20 施設あり，機械化バッチ燃焼式が４施設，准連続

燃焼式が３施設，全連続燃焼式が 13 施設ある。資源化等を行う施設は 24 施設，粗大ごみ処理施設は 14 施

設，燃料化処理施設は４施設，保管施設は 39 施設ある。 

 

表２－９ ごみ処理施設の施設数及び処理能力の推移（平成 28 年度～令和２年度） 

年  度 

 

区  分 

H28 H29 H30 R1 R2 

焼 

却 

施 

設 

固定バッチ式（施設数） 0 0 0 0 0 

 能力（t／日） 0 0 0 0 0 

機械化バッチ式（施設数） 6 5 5 4 4 

 能力（t／日） 133 107 107 92 92 

准連続式（施設数） 6 6 6 4 3 

 能力（t／日） 482 482 482 294 174 

全連続式（施設数） 11 11 12 12 13 

 能力（t／日） 2,655 2,655 2,805 2,785 2,905 

計（施設数） 23 22 23 20 20 

 能力（t／日） 3,270 3,244 3,394 3,171 3,171 

資源化等を行う施設（施設数） 26 26 25 23 24 

 能力（t／日） 609 609 605 592 612 

粗大ごみ処理施設（施設数） 14 14 15 13 14 

 能力（t／日） 399 399 409 361 397 

燃料化処理施設（施設数） 7 7 6 4 4 

 能力（t／日） 550 550 534 390 390 

保管施設（施設数） 38 37 37 35 39 

 能力     （ ㎡ ） 17,958 17,805 18,148 18,294 20,183 

合     計（施設数） 108 106 106 95 101 

 能力 
（t／日） 4,828 4,802 4,942 4,514 4,750 

（ ㎡ ） 17,958 17,805 18,148 18,294 20,183 

（注）１ 各年度中に稼動実績がある施設を計上している。 

２ 焼却施設の区分は次のとおりである。 

     ・固定バッチ式 … 固定された火格子により間欠焼却を行う方式で，１日８時間稼働。 

     ・機械化バッチ式 … 固定バッチの一部を機械化し間欠焼却を行う方式で，１日８時間稼働。 

     ・准連続式 … 連続焼却を行う方式で，１日 16 時間稼働。 

     ・全連続式 … 連続焼却を行う方式で，24 時間連続稼働。 

※  連続焼却方式：ごみの供給，移動・撹拌，焼却灰の排出等が連続的に機械装置で運転管理できる施

設。 

 

(2) 処理実績 

   本県におけるごみ処理施設（焼却施設・資源化施設・粗大ごみ処理施設・燃料化処理施設・保管施設）の

位置図は，図２－６から図２－８，処理実績等の一覧表は，表２－10 から表２－15 のとおりである。 
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図２－６ 焼却施設及び燃料化処理施設の位置図（令和２年度）  
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【凡 例】 

   ～    ：施設番号（焼却施設） 

 

    ～    ：施設番号（燃料化処理施設） 

 

         ：一部事務組合構成区域 

１ 20 

組合名 

１ ４ 

２ 

４ 

大崎上島町  

広島中央環境衛生組合  

19 

３ 

３ 

１ 

14 
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図２－７ 資源化施設及び粗大ごみ処理施設の位置図（令和２年度）  

 

  

【凡 例】 

 

   ～     ：施設番号（資源化施設） 

 

    ～     ：施設番号（粗大ごみ処理施設） 

 

：一部事務組合構成区域 

１ 

３ ２ 

広島市  

大竹市  

府中町  

海田町  

 坂町  
熊野町  

廿日市
 

江田島
 

 呉市  

東広島
 

安芸太田
 

北広島
 

安芸高田
 

三次市  

庄原市  

竹原市  

三原市  

尾道市  

神石高原
 

府中市  

福山市  

世羅町  

8 

9 

11 

12 

24 

芸北広域環境施設組合  

三原広域市町村圏事務組合  

５ 

１ 

３ 

大崎上島
 

広島中央環境衛生組合  

13 

１ 24 

組合名 

１ 14 

２ ４ 

４ 6 

10 

14 

６ 14 

８ 

15,16 
17 

11,12 

13 

５ 

23 

20,21, 
22 

10 

９ 

19 

7 

７ 

18 
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図２－８ 保管施設の位置図（令和２年度）  

【凡 例】 

 

   ～    ：施設番号（保管施設） 

 

：一部事務組合構成区域 

1，2 

3 

広島市  

大竹市  

府中町  

海田町  

 坂町  

熊野町  

廿日市
 

江田島
 

 呉市  

東広島
 

安芸太田
 

北広島
 

安芸高田
 

三次市  

庄原市  

竹原市  

三原市  

尾道市  

神石高原
 

府中市  

福山市  

世羅町  

８ 

12 

13 

19 

１ 38 

組合名 

芸北広域環境施設組合  

三原広域市町村圏事務組合  

大崎上島
 

広島中央環境衛生組合  

20 

4～7 

10 

17 

21,22,23 

26,27 

28 

29 

37 

36 

11 

33,34, 
35 

39 

18 

32 

38 

24,25 

9 
14，15 

16 

30 

31 



 







�
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６ 最終処分場の整備状況と埋立実績 

(1) 整備状況 

   市町及び一部事務組合における最終処分場の状況は，表２－16 のとおりである。 

   過去３年間における埋立実績の平均から推計すると，約 11 年分の残余容量がある。 

   新たな最終処分場の整備については，住民合意が得られにくいなどの問題により，整備が難しいことか

ら，ごみの減量化及び資源化を一層促進して残余容量の確保を図るとともに，処分場の計画的な整備を行

う必要がある。 

 

表２－16 最終処分場の状況（平成 28 年度～令和２年度） 

年度 

最終処分場数 埋立地面積 

（ｍ２） 

全体容量 

（ｍ３） 

残余容量 

（ｍ３） 

埋立実績 

（ｍ３／年） 

残余年数 

（年） 山間 平地 海面 計 

H28 18 4 0 22 742,162 7,848,097 1,893,478 133,350 15 

H29 18 4 0 22 742,162 7,848,097 1,783,429 122,495 14 

H30 18 4 0 22 703,162 7,848,097 1,609,171 137,802 12 

R1 18 4 0 22 703,162 7,848,097 1,469,881 168,348 10 

R2 18 4 0 22 703,162 7,848,097 1,376,537 70,773 11 

   （注）１ 最終処分場の区分は次のとおりである。 

        ・山間 … 山間の谷間（空間）を利用した最終処分場。 

        ・平地 … 陸上の平地を掘削して設置された最終処分場。 

        ・海面 … 水面部に設置された最終処分場のうち，海面埋立のもの。 

      ２ 最終処分場の容量の残余年数は，次のとおり算出した。 

        過去３年間の平均埋立量：（137,802ｍ３＋168,348ｍ３＋70,773ｍ３）／3年 = 125,641ｍ３ 

        残余年数：1,376,537ｍ３／125,641ｍ３ = 11.0 年 

 

 

 

 

図２－９ 残余容量及び残余年数の推移（平成 28 年度～令和２年度） 
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（2）埋立実績 

   本県における最終処分場の位置図は図２－10，埋立実績等の一覧表は表２－17 のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－10 最終処分場の位置図（令和２年度）  

 

【凡 例】 

 

～    ：施設番号（最終処分場） 

 

：（一財）環境保全公社の施設 

 

：一部事務組合構成区域 

１ 

広島市  

大竹市  

府中町  

海田町  

 坂町  熊野町  

廿日市市  

江田島市  
 呉市  

東広島市  

安芸太田町  

北広島町  
安芸高田市  

三次市  

庄原市  

竹原市  

三原市  尾道市  

神石高原町  

府中市  

福山市  

世羅町  

3 

4 

5 

9 

11 
12 

14 

15 

17 

１ 22 

組合名 

芸北広域環境施設組合  

大崎上島町  

広島中央環境衛生組合  

22 

6 

 

 7，8 

箕島処分場  

10 

13 

16 

18 

 

出島処分場  

20 

19 

21 
 

2 
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７ 資源化の状況 

(1) 資源化率及びリサイクル率 

   令和２年度の資源化率は 18.3％，リサイクル率は 20.0％で，前年度から増加した。 

 

表２－18 ごみ処理における資源化率及びリサイクル率の推移（平成 28 年度～令和２年度） 

年  度 H28 H29 H30 R1 R2 
全国平均 

（令和２年度）

資 源 化 率      （％） 19.8 19.6 19.3 17.1 18.3 16.7 

リサイクル率（％） 21.7 21.3 21.0 18.7 20.0 20.0 

リサイクル率（％） 

（ごみ燃料化量を除く） 
13.7 13.4 13.0 12.6 13.2 19.2 

（注）１ 資源化率（％）=（ごみ資源化量）／（ごみ処理量）×100 

   ２ リサイクル率（％）=［（ごみ資源化量）＋（集団回収量）］／［（ごみ処理量）＋（集団回収量）］×100 

   ３ リサイクル率（ごみ燃料化量を除く）（％）=［（ごみ燃料化量を除いたごみ資源化量）＋（集団回収量）］

／［（ごみ処理量）＋（集団回収量）］×100 

   ４ 県外分は含まない。 

 

図２－11 資源化量とリサイクル率の推移（平成 28 年度～令和２年度） 

 

（2）種類別資源化量 

市町等により収集処理され資源化されたものの種類別資源化量は，表２－19 のとおりである。 

 

表２－19 種類別資源化量（令和２年度） 

（単位：t／年） 

紙類 金 属 類 ガラス類 
ペット 

ボトル 

プラス 

チック類 
布  類 

溶融 

スラグ゙  
固形燃料 そ の 他 計 

34,746 18,902 12,459 4,951 23,097 2,773 317 57,655 7,448 162,348 

（注）1 「紙類」は，紙パック，紙製容器包装を含む。 

2 「プラスチック類」は，白色トレイ，容器包装プラスチックを含む。 

3 「その他」は，肥料，焼却灰・飛灰のセメント原料化，ＢＤＦ等。 

4  集団回収を除く。 

市町別の種類別資源化量及び一括データは，Ⅳ資料編の資料－表 12 及び表 13 に示すとおりである。 


